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こんなトラブルをかかえている方は、　　　　　　ﾐ"‘I'I-

民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続をぜひこヽ利用ください!!
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し1）

　調伸一あっ仕んは､当事者開の

自主的な紛争解決のために､調停

人､あっせん人が中立的な第三者

とし(仲介し､トラブルの解決に

ついての合意ができるように､話

し合いや交渉を進め､利害を調整

したりする手続です｡ちなみに｢調

停｣と｢あっ廿ん｣はほぼ同じ意味

合いで使われています､，

峰

　このような場合に､裁判以外の方法でさまざまな民禰上のト

ラブルを解決する方法があります｡これが､『裁判外紛争解浚手

続(－ＡＤＲ*)｣と呼ばれるものです｡ＡＤＲが訴訟C裁判)と異な

る点は､ＡＤＲの場合､紛争の解決に必ず当事者『司士の合意が

必要であるということです｡合蕉の種類には､『調停･あっせん』

と『仲裁』があります。

　*AOR:‾Altsrnat19nispUIQ Resclulion｣([裁判に代替する紛争解決手鏡｡]の略称で

　　あり､我がｌでも､頭文字をとってIADRIエー･ﾃﾞｨｰ･ｱｰﾙ】｣と呼ぱれています。

　仲裁は､当事者同士が紛争につ

いて篤Ξ省である仲我人の判断

に姿ね､その判斯に拘束されるこ

とを合意した上で(仲裁合意)進

められる手続です｡仲哉による判

断は､裁判の判決と同じ効力かお

り､当事者は拒否することができ

ません。

注丿仲裁||相識|については､金てのハロR欄間で吏飽しているものではありませんので､実喩lrついては

　名機團ｋお闘い合わせくだきい．
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申込み不受理

(ﾚJ

トラブルの内容に応じ

　中立で公正な調停人が当事者の闇に入り､双方の言い分を

十分に聴いた上で､お互いに納得できる解決策をいっしょに

考え､お互いの合意が得られる妥協点を探ります｡このため、

裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、

当事者同士の対話を人切にし､紛争の実情に即した解決が期

待でぎまj。

　“｀　1’　　　.＿I=　　　マ　　　．●

　法務大臣により認証を受け､認証紛争解決手続の業務

を行うADR機関は､利用者に対し､事前に手統きの内容、

進め方､費用等について､説明することが

法律で去跡付けられています。

　したが゜てヽADR機関を利用　　・，　応7

するか否かは､この説明を聞　　　ヽ

x

lli

lk

できます，　　　　　　　　　

（

、

ｿﾞ4;

手続は非公開です。

したがって､あなたの　　　・
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼ一や秘密等　　し

は他人に知らわるごと

j

ii

l

なく解決が図れます。

ぶ　　　　゛l;=.|･.1　゛･，::ぱ　Ｉ　　．・

裁判と異なり､当事者の合意

によって､柔軟かつスピーディー

に審議を淮めることが可能で　　，，　’’

あることか包その分､紛争　　｀い　　_

解決に要する期間が短く、　　’，ヽ｀

鯨

i

llls

できます。

Ｊ
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●

Z)ADRによる紛争の解決策(こんな場合に)

ﾄﾞi調停･あっせんの手続の流れ

?孤I一回
専門家のサポートが受けられます|

双方が納得できる解決をサポートしてもらえます|
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JI愛知県弁護士会紛争解決センター　取扱業務:民事に閲する紛争(全般) 名古屋市中区三の丸1丁目4番2号　052-203-1777　http://www.aib．Jp/

兵庫県弁護士会紛争解決センター政治殖腕:民字に団する揃冷暗廓　神戸市中央区束川||瞭町1丁目1番24神戸クリスタルタワー1祁胞瓦密県弁護士会分蝕　oﾌs一如1-り2ﾌ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.hyogoben.orgFI

11稲岡県弁護士会紛争解決センター　ll扱塑雅l民恵に閤する紛争g金鉛1 堵･岡市中央区渡辺通5丁目14番12冊南天挑ピル2階天挑発槽士センター内　092-7411-3208 11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　■■　　　　||

宮城県司法書士会調停センター取扱業務:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下j
　___　　　　　　　　　　　　　　　　　　_._

秋田県司法書士会調停センター取扱業務:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下)

福島県司法書士会調停センター　取扱血務=民市,i:閔すＷ剥騨,朗皿が14吻円以下で=

|茨城司法書士会調停センター　取扱顛ｔ民事に関する紛争･珊争の価顔が144〕万円以下)
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｜

埼玉司法書士会調停センター　取扱叙務=民喜,i:閔すa紛争測争。価額が14oヵ円ぶ下）

千葉司法書士会調停センター　取扱業務:民事に岡する紛糾紛争の価額が14,)万円以下)

東京司法書士会調停センター(愛称:すてつき)取扱業務:民一に関する紛争(金箭

ll神奈川県司法書士会胴体センター　取扱緊縮!巨寧に叱する紬-!1](鮒含)の価勧が140万円以下)

仙台市青葉区春日町8番1号　02]-263-6755　http://www.miyashikaiJp昂

秋田県秋日ﾖ市山王六丁目3番4号　018-824-0187　http://www.akita-shiho.co.jp/

新潟県司法書士会調停センター(愛称:smile)取扱集務:民水に関する拙争(紛争朗酉躾が回万円以下)

　福島県福,県市新浜町6番28号　024-534-7502　http://fk-5hiho.corrl i

　　　　　　　　茨城県水戸市五軒町1丁目3番16号　029-225-011（

　　　　　　　　　　http:／/www.bashi.orgp/mediation/index,php l

　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号　048-863-7861 1

　　　　　　　　　　　　　http://www.saama-shihoshoshi.orgp八

　　　　　　　　　千葉市芙浜区幸町2丁目2番1号　043｡246｡2666 1

　　　　　　　http://chiba.shihosho5hikai.orJp/choutei/index,htm l

:采京都新宿区本塩町9番地3 03-3353-8844 http://www.toky.６jp/

　横流市巾区吉流町1番地　045-641-1372　htt�/www.shiho.･rjp/｜

　　　　　　　　新潟市中央区罹ロー丁目11番地15〔〕25-244-5121 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ht↑�/nii帥ta-shihn.nQ↑｜

||富山県司法書士会調停センター
Ｉ http://www.toyama-5hih.-5hoshi.org.il

li静岡県司法書士会調停センター(愛称:ふらつと)l四賀務:民事に閲する紛争{紛争の僅頴が144}万円以下) 静岡市駿河区柘川1THI省1岩｛｝5を2S2-8741

　　　　　　　　　　　　http://www.s-flat.net

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ愛知県司法書士会調停センター　取扱業務;民事に閣する紛争（紛争の価阪か1仙万円以下）　名古屋市熱田区新尾頭1丁ョ12番3号　052-683-6683　ﾄ･叫丿汐www,ai-jl則り.りr和尚!

||滋賀県司法書士会調停センター(愛称:和(な・・))取扱鬘鞍:弓奮に閤する紛争〔紛争の価額が140万円以下〕

||

il京都司法書士会調停センター　取扱業務:民事に関する紛争および一部家事事件c不動産を含む粍続についでのﾄﾗﾌﾞﾙ）
.I
I

li兵庫県司法書士会調停センターCI称:ぽると）

|鳥取県司法書士会調停センター

II山□県司法書士会調停センター

取扱業務:民帛に匿する紛争(紛争の価額か140万円以下)

取扱業務:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下3

取扱業務:用水に関する紛争(紛争の価額が140万円以下で;

　　滋賀県大津市末広町7番5号{}77-525-109∃

　　　　　　　　　　　ht甲刀ｗｗｗ．句浦征〔Dm/

京都市中京区柳馬場通奥川上る5丁目232番咄の1

075-251-87引　http://www.siho-lyosりp/index,htm li

神戸市中央区塙町二丁目2番3号｛｝78-341-65ｼ∩

　　　　　　　　　http:／／ｗｗｗ．かih｡hyo.｡rjp/ |」

鳥取県鳥取市西町一丁目314番地1[]857-24-7o24 1

http://hom卯age2,｢lifty,com/tottori-5hiho5hoshi/li

山口県山口市駅通り2丁目9番15号｛｝83-924-5220

　　　　httpy/hom郡司e3.nifty.com/shi面々ama/

|香川県司法書士会調停センター　取扱業務:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下3　香川県高松市西内町1〔〕番17号　087-821-5701　http://www.kagawa-shiho.com/ li

||福岡県司法書士会ADRセンター(・称=よ心ヽよ)取扱集務:一票に関する紛争{全般}　福岡市中央区舞鶴3丁目2価23号　092-741-0530　http刀www,fukuoka5hihou511oili,11el/ !l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li｡k｣_.圖㎜i,I.幽.I　As－k-L・.(　k　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　＿　＿　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"'‾'‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1i

l熊本県司法書士会調停センター

li宮崎県司法書士会調停センター

l i

: :

1

1 :

取扱業務:訟柔に関する紛咎(紛争の価額が140万円以下l

取扱禦務:民事に関ずる紛争(紛争の価額が140万円以下3

鹿児島県司法書士会調停センター　取扱業務i■事に関する紛争(紛争の価額が140万ﾄｮ以下)

熊本市中央区大江4丁目4番3偶　096-364-2889　http：//www.umashi.jp川|

　宮崎県宮崎市旭!丁目8番391･1号｛｝985-28-8538

　　htt回/homepa卵2.ni貯.com/�yazaki-shiho/

鹿見島県鹿児島市鴨池新町1番3号　099-256-0335

　　　　　　http://www.shihou-ka卯shima.｡rjp/

行政書士会北海道ADRセンター　取扱塑務:敷金の返還又は当該世物の｣原状の回復に関する抽象　　　札幌市中央区北一条四十丁目1番6北海道行政書士会館　01 1 -221 -1221

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.do-9yosei.orgp

行政書士ADRセンター埼玉

------------------
行政書士ADRセンター東京

行政客士ADRセンター新潟

行政番士ADRセンター愛知

取吸業鴨;敷金の返陥又ぱ当該建物の原状の回復に関する紛争 さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号　048-833-I B2　httpｿ/wvミづ則p川

取扱業務冶金の返還又は当蔭地物の原状の回復に涸する紛争　東京都渋谷区桜丘町31番伺号　03･5489夕441　hup://www,tokyo-gyosei.or.jp/

取扱業務:敷金の涙遠又は当該独物の原状の回復に閔する紛争新潟市中央区笹□3丁目4番8号　o25-248-lo38　httpがｗｗｗ屈igata-9you2i.orJp/

取扱業務:敷金の返還又は当該泄物の原状の回復に涸する紛争

行政書土ＡＤＲセンター兵庫　取扱焚務:敷金の返況又;ま当該油物の涼状のLΞ』復;こ関す4紛争

公益社団法人　総合紛争解決センター　取扱茎務:民事に明りｰる紛判金蛎

‥一一一一
注)この他に各弁護土台が運営している紛争解決センター等があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市東区葵1丁目15番30号　052-908-3021

　　　　　　　　　　　　　　　　　hnpｿ/www.aichi-gyQ2i.0rJp/adr/lhdex､html

　　　　神戸市中央区栄町頌5丁口2-16イトービア栄町通ビル　匹卜汗|一閲23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.hy.gokai.co.jp/

大阪市北区西天満iTヨ12爾5弓{}6-6364-76糾　htｔp://www.y.soufurlJorJP/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一一一一　　　　　　　－一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成26年10月31日E測在)
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